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【素案】

令和４年７月14日
放課後子ども総合プラン推進委員会
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安心・安全な預かりはもとより、

養育支援をはじめ特別な配慮を必要とす
る児童の育ちや学びを支援するため、

専門有資格者との連携を図るほか、現場
のスキル向上に努めます。

効率的で
費用対効果の高い
事業運営に努めます。
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基本姿勢である「持続可能な事業として充実」、「福祉的意義と教育的意義の両立」
を踏まえ、次の４つの目指す在り方・姿の実現を目指します。

社会の在り方が変化する中、プラン事業の
「開始・終了時刻」、「土曜日の全日開館」

などの利用者ニーズに最大限の努力をもって
応えます。

各施設の基本的な運営方法を

ガイドライン（見直しを検討）に基づき
標準化・平準化します。



1. 財団が求める職員像
① 市が掲げる基本的な姿勢と４つの目指す在り方・姿を理解・共有・尊重し、その実現
に向けて誠心誠意努力するチルドレンファーストな意識を持てる人。

② 子どもが持つ権利と人権を理解し守るとともに、その自発的で健やかな育ちや学びを
支援することを自らの喜びと捉える人。

③ 保護者支援を含め、子どもを取り巻く環境の整備に努力し、子育てにより適した
社会環境づくりに粘り強く取り組むことができる人。

2. 職員の基本的な処遇・採用について
① 法令を遵守し、財団が職員を雇用します。単年度雇用を原則とします。
② 前事業者の処遇等を可能な限り踏襲します。

③ 労働時間の長短や複数施設への勤務など、多様な働き方を尊重します。
④ より責任ある立場へステップアップできる組織体制を整えるとともに、全施設で共通
した雇用体系を採用します。

⑤ 本部と施設の役割分担を適切にした職員体制とし、子どもに向き合える時間を確保す
るとともに、専門性に基づく現場を支援する業務（後方支援）を強化します。

⑥ 研修や後方支援により現場職員のスキルを高めます。

⑦ 市に準じたマネジメントの実施に努め、服務規律を徹底するとともに、人事評価等の
実施を検討します。
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●市職員派遣

・６月21日～７月13日 延べ11会場
・館長施設長会及び支援員会へ、８月末を目途に意見等の取りまとめを依頼

●現職員（館長・施設長会、支援員会等）への説明・協議

●住民自治協議会理事会への説明
●運営委員長への説明
●５月31日 社会福祉審議会
●７月14日 放課後子ども総合プラン推進委員会

ブロック説明会
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１校区を１事業単位

校区内の児童館とプラザ間における職員連携など柔軟な勤務体制を構築

本部に専門支援員を配置し、各施設を支援

（校区責任者・主任支援員 各1名） （校区責任者・主任支援員 各1名） （校区責任者・主任支援員 各1名）

以降のスライドは、Ｒ６年度受託業務開始以降について検討中の内容



（評議員３名以上、理事３名以上、監事１名以上）

プラン担当に専門支援員を配置し、各施設を後方支援

① 各校区に、校区責任者を1名配置

② 複数の施設を有する校区において施設間に距離がある場合は、
経過措置として、校区責任者が常駐しない施設へ副責任者を1名配置

③ 各校区に、主任支援員を1名配置

事業実施時間外に事務を実施する職員

現在の専任コーディネーターは、新法人における「プラン事業職員」として
の勤務を検討

7



8

（勤務年数（社協での勤務期間を含む）による）
前年度の付与日数を限度に翌年度へ繰越し可。（社協付与分も対象）

休暇

（会計年度毎）
雇用契約期間

休 日

（ただし、土曜日及び学校の長期休み期間は、
校区責任者が指定する日の８時30分から18時までのうち指定する４時間

（校区責任者が指定する日の７時30分から19時までのうち指定する時間）

＊社協における館長・施設長のみなし勤務は廃止し、所定の勤務時間を設けます。

勤務時間

（額は下記時間給を基礎として算出）

（支援員資格を有する者は加算する予定）

報酬等


